
 

 

 

労働基準行政関係功労者に係る厚生労働大臣表彰の受賞者が決定 

（本県関係） 

－２月２４日に福島労働局において伝達授与式を行います－ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省福島労働局発表

令和４年２月２１日 

 担当 

福島労働局 労働基準部 

労災補償課長 

髙田正樹 

労災管理調整官 

福地 薫 

電話 024-536-4605(直通） 

 

厚生労働省では、毎年、労働基準行政に係る施策の推進に特に顕著な功績があり、他の

模範と認められる者又は団体に対して、厚生労働大臣表彰を行っています。 

 本県関係の受賞者は以下のとおりです。 

 

川上
かわかみ

 雅
まさ

久
ひさ

 氏    一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 

                 副院長  

                 地方労災医員 
                                  

髙須
た か す

   誠
まこと

 氏    一般財団法人 温知会会津中央病院 診療部整形外科 

         副部長 

                              労災保険診療費審査委員 

 

 

宮澤
みやざわ

 正紹
まさつぐ

 氏     独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院 

第三外科部長 

         労災保険診療費審査委員 

                           

＜伝達授与式＞ 

福島労働局（局長 河西直人）では、上記の受賞者に対する厚生労働大臣表彰の伝達

授与式を、次の日程により行います。 

○日時 令和４年２月２４日(木) 午後２時３０分より 

 ○会場 福島合同庁舎 ４階特別会議室 

（福島市霞町 1-46 福島合同庁舎） 



 

 

参考：受賞者及び受賞理由 

 

○ 川上 雅久 氏 （６３歳） 

平成１５年４月に福島労働局地方労災医員（※１）に就任して以降、脳神経外

科医として豊富な臨床経験及び医学に関する専門的知識をもって、脳血管疾患に

係る過労死等事案及び高次脳機能障害等といった複雑困難事案について意見を

述べ、福島県内の労働基準行政の円滑な運営に多大な貢献があったとして、その

功績が認められたものです。 

 

○ 髙須  誠 氏 （６５歳） 

  平成１６年４月に福島労働局労災診療費審査委員（※２）に就任して以降、整

形外科医として豊富な臨床経験及び医学的な知識をもって診療費審査委員会の

中心的な存在として活躍し、福島県内の労働基準行政の円滑な運営に多大な貢献

があったとして、その功績が認められたものです。 

   

○ 宮澤 正紹 氏 （６２歳） 

  平成１６年８月に福島労働局労災診療費審査委員（※２）に就任して以降、外

科医として豊富な臨床経験及び医学的な知識をもって診療費審査委員会の中心

的な存在として活躍し、福島県内の労働基準行政の円滑な運営に多大な貢献が

あったとして、その功績が認められたものです。 

 

※ １ 地方労災医員は、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号） 

 の規定による保険給付及び労働福祉事業並びに労働基準法（昭和二十二年 

法律第四十九号）の規定による災害補償に係る事務のうち医学に関する専 

門的知識を要するものの適正かつ迅速な処理に資するため、都道府県労働 

局へ設置されています。 

 

※ ２ 診療費審査委員は、福島労働局長の諮問に応じ、医療機関等が行った労 
 災保険法に規定する療養の給付等に係る請求の審査を行い、労災保険制度 

 の適正かつ公平な運用を図ることを目的として設置されています。 

 

その他 
（１）取材について、事前に連絡は不要です。 

（２）新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の対応をお願いいたします。 

   ・マスクの着用、咳エチケット 

   ・アルコール消毒液（会場設置予定）での手指消毒 

   ・咳・発熱等の風邪症状がみられる方や、当日 37.5度以上の発熱のある方、倦怠感

や息苦しさがある方については、来局を見合わせていただきますようお願いいた

します。 


